
令和５年７月２１日  

保護者の皆様 

小菅村立小菅小学校長  

小菅村立小菅中学校長  
         

新型コロナウイルス感染症およびインフルエンザに係る 

「出席停止報告書」の提出について 
 

盛夏の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。 

さて、新型コロナウイルス感染症の「５類」への移行に伴い、感染後の再登校の際は，インフルエ

ンザ同様、医療機関の証明書等は必要とせず，「出席停止報告書」（以下に例示）のみをご提出いただ

くことといたしましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

＜出席停止期間（学校保健安全法第 19 条より）＞ 

新型コロナウイルス感染症 発症した後 5日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1日を経過するまで 

インフルエンザ 発症した後 5日を経過し、かつ、解熱した後 2日を経過するまで 

 

 

 

                                   （例） 

【発症から再登校まで】 
 

① 発熱等の症状あり 

      ↓ 

② 医療機関受診やコロナ簡易検査で陽性判明 

      ↓ 

③ 学校へ電話で「陽性判明・再登校予定日」 等を    

報告 

     ↓ 

④ 「新型コロナウイルス感染症による出席停止報 

告書」または「インフルエンザによる出席停止報告

書」の用紙を受け取る 
 

【受取方法 : いずれか都合のよい方で】 

・学校で直接受け取る 

・各学校ＨＰからダウンロード 

（学校名で検索・8月から） 

     ↓ 

  ⑤ 期間中は毎日、体温等必要事項を記入 

      ↓ 

⑥ 再登校初日に，児童・生徒が報告書を持参・提出 

 

 


